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各私⽴学校関係団体へのヒアリングについて（案） 
 
◇概要 

令和 6 年９⽉２⽇に開催予定の第５回学校法⼈会計基準 WG において、各私学団体から
ヒアリングを⾏い、セグメント情報の配分基準のたたき台について意⾒を聴取する。 
◇対象団体   ９団体 
 以下の９団体のうち、意⾒提出、ヒアリングを希望する団体については、希望に応じて

対応する。 
  ⑴⽇本私⽴⼤学連盟         ⑹⽇本私⽴中学⾼等学校連合会 

⑵⽇本私⽴⼤学協会         ⑺⽇本私⽴⼩学校連合会 
⑶⽇本私⽴短期⼤学協会       ⑻全⽇本私⽴幼稚園連合会  
⑷⽇本私⽴医科⼤学協会       ⑼全国専修学校各種学校総連合会 
⑸⽇本私⽴⻭科⼤学協会 

◇開催⽇時 
令和６年９⽉２⽇（⽉） 15:00〜18:00 

◇会場 
⽂部科学省 14Ｆ ⾼等教育局会議室 
              （対⾯、⼜は対⾯とオンラインのハイブリッドによる） 

◇所要時間 
・20 分を⽬安とする。 
・但し、医学部と病院の⼈件費の配分基準については重要な論点であるため、⑷⽇本私

⽴医科⼤学協会と⑸⽇本私⽴⻭科⼤学協会については、⼗分な時間を確保してヒアリ
ングを⾏う。 

◇実施⽅法 
・各団体から、セグメント情報の配分基準のたたき台に対する意⾒を事前に書⾯で提出

いただい、委員がそれらに予め⽬を通した上でヒアリングを⾏う。 
・団体のプレゼンテーションは⾏わず、事前に提出された意⾒への質疑応答を中⼼に⾏

う。 
・ヒアリングの出席者は、責任をもって質疑応答ができる⽅であれば、団体の⻑でなく

ても構わない。（最⼤４名）。 
・学校法⼈から提出された意⾒については公表し、当⽇のヒアリングの概要については

⾮公表とする。 


